
資料４

目　的

調査の考え方

調査期間

調査対象者

選択対象区

その他

○区名候補以外の区名案を記載した場合は、無効とする。

○お寄せいただいた個人情報は、区名意向調査の目的以外に使用しない。

○ファックス

○市役所本庁舎、支所、地区事務所、連絡所へ持参
　（区名意向調査専用箱を設置する）

○Ｅメール

○１つの区で２つ以上選択した場合は、無効とする。

（２）住所

（３）氏名

○郵送

○１つの区に対して、２回以上応募した場合は、無効とする。注意事項

区名意向調査の実施について(案)

記載事項

提出方法

　新潟市行政区画審議会では、政令指定都市新潟の８つの行政区の区名について、市民の皆様か
ら募集した区名案の中から、いずれが選ばれてもよいよう、重複などを調整し、各区５つの区名
候補を選出した。
　今回の意向調査は、選出した各区の候補の中から、それぞれの区にふさわしい名称を選択して
いただくために実施するものである。

○原則、区名意向調査で最も応募の多かった候補を、各区の最終的な区名として答
　申する。

○区名意向調査実施期間は２週間とする。

区名案募集の時は、時間をかけて、よい案を出していただくため、３週間とした。
今回は、数点の候補の中から選択してもらうため、前回より短い２週間とする。

○新潟市内にお住まいの方

区名案募集の時は、より広い範囲から区名案をお出しいただくため、在住・在勤・
団体も対象とした。今回は、区名が最も関係する在住者に限定する。

○全ての区を対象とする。
　（１つの区のみの応募でも、複数の区の応募でも可能とする）

○各区につき１案のみの選択とする。

（１）専用の用紙に記入の場合は、区名候補の中から最もふさわしいと思われる
　　　区名案に丸印
　　　任意の書式に記載の場合は、区名候補の中から最もふさわしいと思われる
　　　区名案を記載
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